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社会資本総合整備計画に係る交付金事業における 

施工時期の平準化に資するための債務負担行為等の活用について 

 

 

 

施工時期の平準化については、従来より「公共工事の円滑な施工確保について」

（平成３１年２月８日付け総行行第２６号・国土入企第４５号）等により取組を

要請してきたところですが、令和元年６月に改正された公共工事の入札及び契

約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号）において、公共工

事の発注者に対し施工時期の平準化を図るための措置を講ずべきことが努力義

務化されたことから、各地方公共団体において、施工時期の平準化の取組をより

一層加速することが重要です。  

施工時期の平準化の推進に当たっては、柔軟な工期設定や速やかな繰越とと

もに、債務負担行為の適切な設定が重要であることから、「公共工事の入札及び

契約の適正化を図るための措置に関する指針」（令和元年１０月１８日閣議決定）

において、これらの取組の推進について明記されるとともに、「公共工事の入札

及び契約の適正化の推進について」（令和元年１０月２１日付け総行行第２１５
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号・国土入企第２６号）において、各地方公共団体に対し、工期が１年未満の工

事をはじめ、債務負担行為の適切な設定についても積極的な取組を要請したと

ころであります。 

つきましては、社会資本総合整備計画に係る交付金事業（以下「交付金事業」

という。）について、下記の制度を活用することを通じて、債務負担行為の活用

による一層の施工時期の平準化の推進に取り組んでいただきますようお願いい

たします。  

各都道府県におかれては、貴都道府県内の市区町村（政令指定都市を除く。以

下同じ。）における施工時期の平準化の取組が図られるよう、貴都道府県内の市

区町村の長及び議会の議長に対して、本要請の周知をお願いします。 

 なお、貴団体の社会資本整備総合交付金担当部局に対しては別途、国土交通

省大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室から本要請の周知がなされる

こととしていますのでご承知おきください。 

記 

 

１．交付金事業における債務負担行為の活用 

 交付金事業に関しては、「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行につ

いて」（平成２８年２月１７日付け総行行第４１号・国土入企第１７号）記１．

で通知したとおり、地方公共団体において過年度に設定した債務負担行為の後

年度支出分に対し、配分された予算の範囲内で社会資本整備総合交付金等を充

てることができることとされ、また、契約初年度に支出を要さない債務負担行為

（いわゆる「ゼロ債務負担行為」）を設定して事業を実施することもできること

とされているので、交付金事業においても債務負担行為を活用し、施工時期の平

準化を計画的に推進すること。 

  

２．一括設計審査や早期着手交付申請の活用 

 社会資本整備総合交付金等を充てて施行しようとする要素事業については、 

・ 「社会資本整備総合交付金交付申請等要領」（平成２３年３月１１日付け国

官会第２３７９号国土交通事務次官通知）第２章第７に記載のとおり、施行

上設計を分割することが困難なもの等で工事を一括して施行する必要があり、

かつ、当該工事の施行年度が２カ年度以上にわたる工事を施行する場合には、

初年度にまとめて地方整備局長等の設計審査を受けることができること 

・ 社会資本整備総合交付金等の交付決定に当たって、一括設計審査の承認を受

けている前年度からの継続事業や適正工期の確保のため早期着手が必要な事

業であるなど、真にやむを得ない理由がある場合には、社会資本整備総合交

付金等の交付決定日にかかわらず、その効力を４月１日から生じさせるもの

として取り扱うことができること（早期着手交付申請） 

とされており、これらは、交付金事業の早期執行等のみならず、施工時期の平準

化の取組の推進にも資するものであることから、施工時期の平準化を計画的に

推進する観点からも一層の活用を図ること。  



 

 その際、別添のとおり、初年度の交付申請時に一括設計審査の承認を受けて交

付決定される事業について、地方公共団体による債務負担行為を設定して事業

の契約を行い、その後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用す

ることにより、切れ目のない事業執行のみならず、施工時期の平準化にも資する

ものであるので、効果的な活用に留意されたい。   

 



平準化に資するための社会資本整備総合交付金事業に係る債務負担行為等の活用について

（参考）一括設計審査

○交付金を充てて施行しようとする要素事業において、施行上設計を分
割することが困難なもの等で工事を一括して施行する必要があり、か
つ、２か年以上にわたる工事については、初年度にまとめて設計審
査を受けることが可能

（参考）早期着手交付申請

○真にやむをえない理由がある場合には、交付決定日に関わらず、そ
の効力を４月１日から生じさせることが可能

（例） ・一括設計審査の承認を受けている前年度からの継続事業
・適正工期の確保のため早期着手が必要な事業 等

○社会資本整備総合整備計画に係る交付金事業については、地方公共団体による債務負担行為の設定（H28.2通知）の
ほか、早期着手交付申請や一括設計審査を実施することが可能。

○たとえば、初年度の交付申請時に一括設計審査の承認を受けて交付決定される事業について、地方公共団体による債
務負担行為を設定して事業の契約を行い、その後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用することは、
切れ目ない事業執行のみならず、施工時期の平準化に資する
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一括設計審査の承認を受けた事業について債務負担行為を設定し、
後年度支出分について翌年度に早期着手交付申請を活用

契約期間 交付決定日に関わらず、４／１から
交付決定の効力が発生
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（参考）社会資本総合交付金事業における債務負担行為の活用（H28.2通知）

〇 事業の平準化を図る観点から、国土交通大臣に提出された社会資本総合整備計画に係る交付金事業において、地方
公共団体が債務負担行為を設定し事業を実施することも可能。

（過年度に設定した債務負担行為の後年度支出分に対し、配分された予算の範囲内で社会資本整備総合交付金等を充て
ることができる。）

【債務負担行為の活用の例】
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例：12月議会上程
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※ 債務負担行為を設定することに対し、
交付金の配分を保証するものではない。


